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行政評価の基本方針 

 

 

行政評価とは何か  

  「行政評価」とは、市が行う行政活動（施策や事業）について、評価表に事

業のコストや達成状況等を記入することにより、客観的視点で、「事業の妥当

性・優先性・有効性・効率性等」を点検し、施策や事業を見直すとともに、「市

民の声」を計画や事業に反映させるシステム（仕組み）である。また、それと

ともに行財政の効率化、適正化を進めていく手法である。 
あなたの仕事は、 
なんのために（総合計画や○○プラン等の位置づけ） 
誰を対象に（サービスの提供先は誰か） 
どこまで達成しているか（目標をどこまで達成しているか） 
   
「Plan（計画）―Do（実行）―See（評価）―Action（改革）」の経営管
理のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｻｲｸﾙ（経営管理活動の循環）の流れで、施策や事業の結果

や成果を職員が自己評価する。さらに庁内組織（評価委員会）で評価を

行う。これまで、Ｓｅｅ（効果の確認）が欠けている傾向があるため、

事業の効果や達成度を数値化により分かりやすいものとし、市民に公開

することを目指す。 
 

評価の目的と必要性 

《必要性》 

＊市民の満足度やニーズを把握し、市民の声を施策や事業に反映する仕組みが

十分でない点があると考えられる。 
ＰＲ不足や説明不足な点があり、市民に施策や事業（事務事業）の趣旨が

十分理解されていない点がある。新しいシステムで改善が必要。 
 

＊事業の成果や目標数値が明確でない点があり、当初設定した目的や意図をど

れだけ成果として達成できたか確認が不足している点があると考えられる。 
事業の成果や目標を数値に置き換え、事業の中間時や終了時に目標等の達
成度を十分に確認し、市民に説明する必要がある。 

 

＊人件費を含めた事業コストの意識や運営費・維持費を含めたトータルコスト

の意識が十分でない点があると考えられる。 
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新規や継続事業について、予算と人件費等のトータルコストが、いったい

いくら必要なのか。投資に見合った効果はあるのか。或いは採算性の面で

どうなのか。等職員がコスト意識を持ち、より十分な検討が必要。 
 

＊事業を取り巻く社会環境の激しさに柔軟に対応できていない点があると考え

られる。 
社会環境にさらに敏感になり、時代にマッチしない事業や社会環境に適し
ていないプランがないか、また、代替案がないか等検討をする必要がある。 
 

《目  的》 

①説明責任（ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ）の向上と市民参加の拡大を図る。  

  市は行政活動（施策・事業）について、目標や成果を市民に分かりやすく説

明する責任（説明責任）がある。行政評価の導入により、行政活動の目標や成

果について、指標を用いて明らかにし、分かりやすい市政の運営で説明責任の

向上を図る。説明責任の向上や情報公開により、市の行政活動の透明性や公正

性をますます高め、行政への住民参加の拡大を図る。 
所管課や係が行っているそれぞれの施策や事業について、目的、効果、目

標数値を市民にきちんと説明でき、さらに事業の経過や今後の方向等を市
民に十分ＰＲする。 

 

②社会環境に適した総合計画の進行管理を図る。  

  市の総合計画に行政評価を導入することにより、施策や事業を体系的に評価

をし、施策及び事業のシステム等を見直し、激しい社会環境の変動に適した総

合計画の管理運用を図る。また、適正管理により、予算配分の適正化を図る。 
係の仕事が総合計画のどの位置づけで、どれぐらい進行し、どれだけ成果

を上げたかを十分確認し、総合計画（市のビジョン）の達成度を測りなが

ら、適正管理を行う。 
 

③行財政運営の効率化と職員の意識改革を図る。  

  経済の低成長時代に入り、市の財政状況は厳しいものとなっており、財源の

効果的・効率的運用が必要である。 

行政評価の導入により、施策や事業の効果や効率性の見直しを行い、健全な行

財政運営を図る。 

  また、施策や事業を評価（自己評価や庁内組織評価）することで、その目的

や位置づけ、効果や効率性を絶えず自己確認する意識を養い、状況に応じて効
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果や効率性の判断ができる職員の意識を形成する。（職員の意識改革） 
市の財政状況を考え、最少の経費で最大の効果（サービス）を上げるため、

トータルコスト（人件費や事業予算）意識を持ち、常に改善策や代替案を
検討する高い意識の形成を行う。 

 

行政評価の内容  

①評価主体（だれが評価を行うか） 

評価主体は、事業担当部門（自己評価）と庁内で組織した評価委員会で行う。

外部評価については、評価システムの定着を前提に検討することとする。 

 

≪担当課内部評価≫ 

市の事業や施策の企画実施を行う担当部門が、自己評価を行う。 

内部評価の目的である担当部門及び担当者個々の意識改革につながり、市職員

のパワーアップと市役所の自立強化になる。 
担当者や係員、課長が評価表作成により、業務の自己評価を行う。 
常に自己評価を行うことで、第三者の評価を受けられるような力をつける。

新規のプランや継続事業の進捗状況について、第三者に評価を受けること
を前提に評価表を作成することにより、職員の意識形成につながる。 

 

≪庁内組織評価≫ 

事業や施策の企画実施担当部門以外で組織した評価委員会が行う。 
事業や施策の担当部門が行う自己評価は、客観性に欠ける点があるため、

庁内で組織した評価委員会で、客観的な評価を行う。 施策や事務事業の優
先性を全庁的に、より客観的に考える必要がある。各部においては、所属
分野の事業が最優先されるべきものであり、そのために調査研究を行って

きている。そういった新規事業や継続事業について、少し立ち止まって、

多くの人に意見を聞き、客観性を求め、市としての優先性を考える。 
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評価体系（例） 

 

 

 

                                      

 

         第三者評価          検証に対する 

       （市民、識者）                                各課等の意見 

 

 

 

 

 

 

② 評価対象（何を評価するのか） 

＊総合計画の体系に基づく施策や事業を対象とする。  

総合計画は、政策―施策―事務事業の流れで展開するものであるため、この

体系に基づき、段階に応じた行政評価を行う。総合計画の体系によって、総合

的な行財政運営を行う。 
市のビジョン（総合計画）を職員が常に意識して、事業を展開する必要が

あり、総合計画と施策や事業の位置づけが重要であるとともに、その体系

に基づく評価を行う。 
 

＊既存施設運営等を対象とする。 

総合計画の体系に基づく施策や事業を基本的に評価対象とするが、施設運営

等で総合計画の体系に位置づけされにくい業務については、効率化等を評価の

基本として、行政評価を行う。 
施策や事業及び施設運営を一律に評価することには無理が生じます。施設

運営の評価や通常業務評価は一般の施策や事務事業の評価と分けて考える
必要があり、それぞれの評価方法を用いて行う。 

 

③評価時点（いつの時点で評価するのか） 

  「従来からの制度、システム、方法等に問題が生じていないか。施策や事業

の見直しが必要ではないか。代替案があるのではないか。」等行政評価を導入

トップ管理者 

全庁的に組織した 

評価委員会 

事業担当自己評価 

（担当者、課長） 



 5 

し常に検討する必要がある。施策や事業の企画立案段階や継続事業の中途で評

価を行う。 
計画の立案段階で十分な検討や協議が必要です。そして、より客観的な意

見が必要となります。事業決定する過程が一局に集中しないような仕組み

が行政評価システムです。担当部門以外の客観的見方を評価委員会で行い

ます。そうした経過を踏まえ決定した事業については、目標数値達成まで

の中間チェックが必要となり、終了後に目標達成の確認をして、その事業
が終了します。いろいろな段階でチェックしたり、修正したりする必要が

あります。 
 

≪事前評価≫ 

計画の策定段階や事業の立案段階において、それらの妥当性や代替案等を検

討し、評価（判定）を行います。 
事業の企画段階で十分な検討や協議をすることが必要です。先の見通し等

検討や協議が甘かったため、結果として困っている継続事業がある。 
 

≪中間・事後評価≫ 

計画や事務事業の執行段階において、進捗状況及び執行状況の測定、判定を

行い、それらの中止・継続の決定や遅滞等の原因究明、除去を行う。中間・事

後評価は、事業着手後の評価であり、常に評価結果を次年度以降に活かしてい

くものとする。 
いままで継続してきたが、社会環境が変わって、事業の見直しや休止・廃
止をする必要があるなど社会環境変化に適した判断が必要です。目標や成

果の達成度、事業の効率性等について定期的な自己評価や客観評価を行い、

事業継続の必要性を確認する。 

 

④評価基準（どのような基準で評価するのか）  

  行政評価の基本となるものは、目的妥当性、優先性、有効性、効率性等とす

る。このいずれかを欠くことになれば適正な行政評価をすることができない。 

  特に有効性（効果）については、総合計画の基本計画や実施計画段階で分か

りやすい指標（数値）を設定し、達成度を確認する。 
評価する「物差し」（基準）は、市民に分かりやすいものとする必要があり

ます。目標を数値に置き換え、どこまで達成したか分かるものとします。 
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行政評価イメージ図 

 

行政評価はどうして必要か（必要性） 
 
 
 
 

行政評価は何のために行うか（目的） 

市のビジョンの実現 

市民と行政のパ

ートナーシップ 
効率的な行財

政の運営 

市民参加の拡大､行政活

動の説明（ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ） 

まちづくりの計画推

進（市総合計画） 

職員の意識改革（ｺｽﾄ

意識や状況判断等） 

目的妥当性、有効性、効率性、優先性を明確にした行政活動 
Plan（計画）―Do（実行）―See（評価）―Action(改革・改善） 

 
 

新規事業計画の評価 継続事務事業の評価 

市民ニーズや

満足度の把握 

事務事業の 
説明やＰＲ 
市民参加 

事業の目的達

成度、事業目標

の数値化 
 

事業のﾄｰﾀﾙｺｽ

ﾄ意識（経費、

投資効果） 

社会環境に

適した状況

判断 

行政評価 
（事業の見直し） 

事務事業棚卸し 
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 行政評価の内容 

 
 
                  企画、実施担当部門（自己点検、自己評価） 
                                    評価委員会「庁内組織」（内部客観評価） 
 
 
                  施策と事務事業（新規事業や継続事業） 
                                    総合計画に基づく体系的な施策や事務事業及び 
                                    施設運営等 
 
                  事業計画実施前（事業着手前） 
                                    事業の進行途中・終了後（事業着手後） 
                   
 
                  目的の妥当性、有効性、効率性、優先性 
 
      

①誰が評価するのか 

②何を評価するのか 

③いつ評価するのか 

④どんな評価をするのか 

①誰が評価するのか 

係長、担当者評価表作成（自己評価） 

企画、実施担当部門の評価（自己評価） 

課長評価（ｺﾒﾝﾄ） 

担当部門以外の評価（内部客観評価） 

 

庁内評価委員会 
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③いつ評価するのか 
 
   
 
 
   
                                                
 
 

②何を評価するのか 
 
 
 
 
 
 
 
＊総合計画に基づく施策や事業（事務事業） 
  事務事業の体系（例） 
 
 
 
   大分類        中分類         小分類    細分類 
  七つの元気                        
 
＊総合計画の体系に当てはまらない業務 
                                                             個別事務事業 

           
施設の管理運営等

     

総合計画に基づく事業（施策や事務事業）や施設運営 

新規事業 継続事業 施設運営 

政   策 基本施策 施 策 事  業 

 現状分析（問題点） 
   市民ニーズ 
 法令の制定・改正 

    事業の企画立       
案・検討 
企画書作成 

 事業実施検討  
   事業実施決定 
   予算調整 

 予算決定 
   事業実施準備 

 年度別計画に
より年度毎の

事業実施 

  事業終了 
  施設の場合は    
管理運営 

中間・事後評価（事業着手後） 

事前評価（事業着手前） 

事  業 

事  業 

評価表作成 

基本事務事業 

評価表作成 
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④どんな評価をするのか 
 
                             事業の目的に妥当性があるのか。 
                             事業に優先性があるのか。 
                             総合計画の政策や施策と整合性があるのか。 
                             行政が行うべき事業内容なのか。 
                              
 
                             効率的に事業が実施されているか。 
                             現在の実施方法に問題はないか。改善余地はないか。 
                             コスト意識が事業に反映されているか。現在の方法ではコ

ストが大きすぎるのでは。 
 
                             同じ目的を達成する他の方法（代替案）はないか。 
                             投資に見合った効果が得られるか。 
                             将来より大きな効果が期待できるか。 
               効果を分かりやすい数値に置き換え説明できるか。 
新規事業・主要事業・継続事業等の妥当性確認、成果の達成度確認、見直し検討 
 

行政評価が求められる背景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目的妥当性 
優 先 性      

効  率  性 

有  効  性 

行政評価（行

政改革の手

法） 

経済の低成長時

代（行財政再建） 

国際的時流 
（ｱﾒﾘｶ、ｲｷﾞﾘｽ

等で効果定着） 国内導入の動

き（県・市で導

入の動きが急） 

地方分権 
（意思決定拡大） 
（地域の自立､協働） 

情報公開 
（市民参加拡大） 
（説明責任） 
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「行政評価システム」の導入戦略 

 
「行政評価システム」導入の目的 

 
① 説明責任（ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ）の向上と市民参加の拡大を図る。 
施策や事務事業の目標や成果を分かりやすく説明し、市民と行

政のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを確立する。  
② 社会環境に適した総合計画の進行管理を図る。 
施策や事務事業の目標や成果を進行管理することにより、市の

ビジョンを確実に実現する。 
③ 行財政運営の効率化と職員の意識改革を図る。 
最少の経費で最大の効果を上げる。自己評価や客観的評価によ

り職員の企画立案能力やトータルコスト意識の改革を図る。 
 

実施する戦略（施策・事務事業評価）  

 

①事務事業の棚卸し  

（行政評価を進めて行くための具体的な手段の一つで、市の全ての事務事業を

整理し、事業ごとに概要をまとめたもの。） 
通常業務も含め各課の事務事業の棚卸しを行う。 
具体的には、「事務事業棚卸し表」に業務の目的や業務内容等を記入。 
市役所内の全事務事業を棚卸しし、個々の業務について総合計画と体系的な位

置づけを行う。その段階で評価対象とする事務事業を選定する。拡大・廃止・

縮小等の検討については、その後の事務事業評価表（継続事業）によって行う。 
≪実施経過≫ 

平成１１年１０月～１１月（モデル実施） 

平成１２年度・・・３９部署（課等）６３５の事業の棚卸を実施。 
平成１３年度・・・４１部署（課等）６４０の事業の棚卸を実施。 
平成１４年度・・・全事務事業を評価シートに移行。 

 

② 新規事業評価 （事前評価）  

（行政評価を進めていくための具体的な手段の一つで、評価調書に基づき新規

事業の評価を行う。） 
新規事業について、目的の妥当性や手段の有効性等を事前評価する。各事業

担当課で自己評価したものを、庁内で組織した評価委員会で客観的に評価する。    
評価を通し企画立案能力の向上やトータルコスト意識等職員の意識改革を
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図る。 
≪総合計画との関係≫ 

１３年度から始まった第四次総合計画の実施計画に掲げた新規事業につい

て、総合計画の体系の中での位置づけを確認し、各事業担当課で自己評価した

ものを庁内の評価委員会で評価を行う。 
≪新規事業評価実施経過≫ 

各事業担当課において評価シートを作成（一次評価・自己評価）し、評価

委員会で二次評価を行った。評価シートは、予算要求資料として義務付け、

評価委員会での評価結果については、予算査定における検討資料とした。 

平成１２年２月～３月（モデル実施） 
平成１２年度・・・４９件 
平成１３年度・・・１３件 
平成１４年度・・・３４件 
≪今後の実施計画≫ 

実施計画に掲げた新規事業及びその他の事業について、ハ－ド、ソフトに

区分し、これまで同様評価を実施し評価結果を公表する。 

 

③継続事業評価（中間・事後評価）  

（行政評価を進めていくための具体的な手段の一つで、評価調書に基づき継続

事業の評価を行う。） 
継続している事務事業について、各担当課において事業実施翌年度に自己評

価する。二次評価が必要と思われる事業は、結果及び成果等を庁内で組織した

評価委員会で客観的に中間・事後評価を行う。評価を通じ、事業の進捗状況、

成果等を把握し次年度に反映させる。 
≪継続事業評価実施経過≫ 

平成１２年４月～１２年５月（モデル実施） 
平成１２年度・・・棚卸表から抽出した継続事業について３４件実施 
平成１３年度・・・棚卸表から抽出した継続事業について９６件実施 
平成１４年度・・・全事務事業７５１件実施 
 １４年度に未評価の事務事業全てについて評価シ－トへの移行を行い、各

担当課において自己評価を実施した。 
≪今後の実施計画≫ 

  １４年度に作成した評価シートを元に、毎年自己評価を基本に実施する。

ただし、二次評価が必要と思われる事業については、評価委員会での評価を

実施する。 
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④施策（基本事務事業評価）  

総合計画は、一般的には政策・施策・事業の体系となっており、政策の手段 
が施策、施策の手段が事務事業であり、裏を返せば事務事業の目的が施策、施

策の目的が政策である。すなわち、それぞれが手段と目的の関係の上に成り立

っている。 
したがって、個々の事業評価を行う上では、その目的である施策について評 
価をすることが必要であり、施策単位の評価を行う。（個々の事務事業をまと

めたものが施策であり、事務事業の目的が施策であるため、行政評価において

は施策の評価が重要視される。） 
≪施策評価実施経過≫ 

平成１３年度・・・「行政評価機能の拡充」についてモデル実施 
平成１４年度・・・総合計画の体系図を基に、1課 1施策として 47施策実施 
≪今後の実施計画≫  

全施策について評価シ－トを作成し、施策の優先順位付け、事務事業のス

クラップ＆ビルドへと繋げていく。また、評価委員会での二次評価について

も実施する。 
 

⑤施設運営評価  

  施設の種類は、研修施設、体育館、グランド、公園等多種に及び、様々な方
法で管理運営している。したがって、施設全部を一律評価することはできない

ため、重点的施設について評価を行うものとする。 
  なお、公共施設の新規整備に当たっては、施設の役割、機能、運営方法や需
要分析などについて、新規事業評価の中で行うこととする。 
≪施設評価実施経過≫ 

平成１３年度・・・「子ども科学館・市民運動場」についてモデル実施。 
平成１４年度・・・公共施設の用途別分類を実施 
≪今後の実施計画≫ 

施設の用途別、重点施設について段階的に評価を実施し、毎年対象施設を増

やして行く。 
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「行政評価システム」の導入戦略イメージ図 
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事務事業棚卸し実施要領 
 

１ 目  的 
「行政評価の基本方針」の中で、行政評価システムの導入目的の一つに行財

政運営の効率化を上げている。景気の低迷は、市の財政に大きく影響し、今後

も市税収入の大きな伸びは期待できない。 
  このような状況の中で、「最少の経費で最大の効果」を上げるべく行政のスリ
ム化を図る必要がある。このため、市が行っている事業（事務事業）全てを棚

卸しし、事業見直しの基礎資料とする。但し、切り捨てを前提とした棚卸しで

はなく、事業の目的の妥当性や事業コストを明確にするため、現在実施してい

る事業を見つめ直すものとする。棚卸しした事業については、総合計画の体系

に基づき施策と事業の位置づけを行うとともに、評価が必要と考えられる事業

については、事務事業評価の対象としながら、事業の拡大・継続・見直し（廃

止・統合・縮小等）の検討を行う。 
２  行政改革・総合計画との関係 
《行政改革との関係》  

  平成８年１月１９日に「中津川市行政改革大綱」が策定され、大綱の目的推

進のため、「中津川市行政改革推進管理計画」が立てられた。 
  この推進管理計画は、５年計画（８年度～１２年度）で９９項目の改革実施
を掲げており「事務事業の棚卸し」は、この項目のうち、「事務事業の見直しに

より市民サービスの向上を目指す」の一つの手段として実施している。 
《総合計画との関係》  
事務事業の棚卸しは、事務事業評価に発展していくものであり、総合計画の

体系を考慮し実施する必要がある。 
  第四次総合計画は、１２年度に策定（実施計画共）、１３年度から実施してい
る。このため、総合計画の進行管理と合わせて事務事業の棚卸しを行う。 
３  実施方法 
  事務事業棚卸しの事業単位は、行政サービスの活動単位で行う必要がある。 
具体的には、第四次総合計画に添って作成した施策体系コード一覧表の事務事

業を対象とする。 
  対象となる事務事業については、「事務事業棚卸し表」（別紙）に事業の目的
や内容及び事業コスト（予算及び人件費）等を記入し、全事業の棚卸しをする。 
４  棚卸し表の公表 
公表については、棚卸し表のボリューム等により公表方法及び時期を検討す

るが当該年度中に公表するものとする。 
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新規事業評価実施要領 

１ 目的等 
 行政評価を進めて行くため新規事業評価表（別紙）を作成し、庁内の横断的

組織である評価委員会でより客観的な視野に立って、事業の妥当性や緊急性・

優先性等について評価を行い、新規事業の優先性を示し、評価結果を翌年度の

予算措置の判断資料とする。これまで、新規事業については当初予算案計上の

際「新規事業企画書」を予算編成の資料としていたが、行政評価システムの導

入により「新規事業評価表」を添付資料とする。 
 
２  総合計画との関係 
新規事業評価は、事業の企画立案段階（事業着手前）で行うものである。 
１２年に第四次総合計画及び第一期実施計画が策定され、１３年度から実施し

ており、新規事業として掲げてある事業を基本とするが、その他の新規事業に

ついても評価の対象として実施する。 
 
３  実施方法 
翌年度に実施予定の新規事業について、係で「新規事業評価表」（別紙）を作

成し、更に課長のコメントを加え提出(一次評価)するものとし、提出された「新
規事業評価表」を、庁内で組織した評価委員会で、目的の妥当性や優先性、緊

急性及び事業効果等について、Ａ，Ｂ，Ｃの３段階で内部客観評価（二次評価）

を行う。 
（Ａ＝計画は、妥当性、優先性及び緊急性があり優先して実施する必要がある。） 
（Ｂ＝計画は、妥当性及び優先性があるが、緊急性に欠けるため再度実施時期

を検討する必要がある。） 
（Ｃ＝計画内容を担当課において、再度検討する必要がある。） 
 公共施設の新規整備に当たっては、整備後の管理運営方法を十分に検討する

必要があるため、施設の役割、機能、運営方法や需要分析などについて、新規

事業評価の中で行うこととする。 
 二次評価の対象事業は原則として、ソフト事業については 200 万円以上、ハ
ード事業については、1,000万円以上の事業とするが、この枠にとらわれること
なく評価を実施する。評価委員会は必要に応じて担当部課長から事業について

説明を受けるものとする。最終的な評価終了後市長に評価結果を報告するもの

とする。 
 新規事業評価を行った事業については、各担当課で評価シートを管理し、事

業実施翌年度に継続事業評価に切替えを行うものとする。 
 
４  評価結果の公表 
公表については、新規事業評価結果一覧表として二次評価（評価委員会）の

結果及びコメント、事業概要などを明記したものを公表する。 
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新規事業評価イメージ図  

  新規事業決定経路イメージ図（現在） 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                  

 

 

新規事業評価導入後のイメージ図（右） 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

左図は、新規事業の立案から採択

決定、予算措置までの評価を導入

する前のイメージ図である。 
  事業採択までの経路は縦軸傾

向であり、プランの検討にかかわ

る者が少なく、今後はより客観的

な視点で十分な議論が必要であ

ると考えられる。 

右のイメージ図は、新規事業を評価した場合の

ものであり、予算決定経路をより横断的（横軸）

に行なおうとするものである。 

  計画立案は、係・課内での十分な検討を前提
として、係単位で行う。 

  係で作成した新規事業の評価シート（評価表）

は、担当課長がｺﾒﾝﾄを記入し、所管部門の自己

評価（一次評価）を行う。 
  その後、計画の内容を客観的な視点に立って

検討するため、庁内で組織する評価委員会が評

価（二次評価）を行う。 
自己評価と庁内客観評価を行なった結果を踏ま

え、財政部門及び企画部門で調整し、トップ管

理者に提案するものとする。 

  対象となる新規事業は、第四次総合計画の実
施計画に掲げてある事業及び新たに開始するす

べての事業とする。 

ﾄ ｯ ﾌ ﾟ 管 理 者

財政担当課 

担当課長 

担当部長 

係長（担当者） 

財政担当部長 

係計画立案（係員参加） 

担当部門の評価（自己評価） 

課長評価（一次評価） 

担当部門以外の評価（客観評価） 

庁内評価委員会（二次評価） 

企画担当部門 
財政担当部門 

トップ管理者 

提  案 
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継続事業評価実施要領 

１ 目的等   
  行政評価を進めて行くため継続事業評価表（別紙）を作成し、庁内の横断的
組織である評価委員会でより客観的な視野に立って、事業目的の妥当性や効率

性及び有効性等について評価を行い、事業の拡大・継続・見直し（縮小・統合・

廃止）等の方向を示す。評価結果は翌年度の予算に反映させる。 
 
２  総合計画との関係 
  継続事業評価は、継続している事業について行うものであり、事業着手後の
評価である。（中間・事後評価） 
  １２年度に第四次総合計画及び第一期実施計画が策定され、１３年度から実
施しているが、現在継続して行っている事業で第四次総合計画の体系（政策・

施策・事業）に位置づけされた事業の評価を行い、実施計画の進行管理を行う。 
  
３  実施方法 

  継続して実施している事務事業について、各事業担当者が毎年評価シートを
作成し、事業の「目的の妥当性や事業効果及び効率性等について内部自己評価

（一次評価）を行い、拡大、継続、見直し（縮小・統合・廃止）等、今後の方

向を示すこととする。 
 二次評価は、各事業実施担当課での自己評価を基本とするが、二次評価が必

要と思われる事業については評価委員会での評価を行い、評価委員会は必要に

応じて担当部課長から事業について説明を受けるものとする。最終的な評価終

了後市長に評価結果を報告するものとする。 
 
４  評価表の公表 
公表については、評価が完了した時点に、公表の内容等を検討し公表するも

のとする。 
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継続事業評価イメージ図  

  継続事業決定経路イメージ図（現在） 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                  

 

 

 

継続事業評価導入後のイメージ図（右） 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

左図は、継続事業の担当部門予算

案から採択決定、予算措置までの

評価を導入する前のイメージ図

である。 
  事業を継続実施する予算決定

までの経路は縦軸傾向であり、担

当部門で事業の見直しを行うが、

全庁的な視野に欠ける面がある。

今後はより客観的な視点で十分

な議論が必要であると考えられ

る。 

右のイメージ図は、継続事業を評価した場合の

ものであり、予算決定経路をより横断的（横軸）

に行なおうとするものである。 

  継続事業評価表の作成は、係内での十分な検

討を前提として、担当者が行う。 
  担当者（係）で作成した継続事業評価表は、

担当課長及び部長が確認し、所管部門の自己評

価を行う。 

  その後、必要な事業については事業の内容を
客観的な視点に立って検討するため、庁内で組

織する評価委員会が評価を行う。 

自己評価と庁内客観評価を行なった結果を踏ま

え、財政部門及び企画部門で調整し、トップ管

理者に提案するものとする。 

  対象となる継続事業は、第四次総合計画の施

策・事業体系に位置づけした事業とし、全事務

事業を対象に実施する。 

ﾄｯﾌﾟ管理者

財政担当課 

担当課長 

担当部長 

係で次年度事業予算案作成 

財政担当部長 

継続評価表作成（係員参加） 

担当部門の評価（自己評価） 

課長評価（一次評価） 

担当部門以外の評価（客観評価） 

庁内評価委員会（二次評価） 

企画担当部門 

財政担当部門 

ﾄｯﾌﾟ管理者 

提  案 



 19 

総合評価（今後の方向）の判断基準 

 

現状のまま継続 

・拡大する必要はないが、市民ニーズや効果の面から引き続き継続して行うもの 

・最近統合や縮小が行われた経緯があり、当面引き続き継続しておこなうもの 
・現状のまま継続することで、成果が持続又は向上するもの 

・特段の改善・見直しは行わないもの 

 

拡大して継続 
・拡大して継続することにより成果がより向上するもの 

・今後益々市民ニーズが高まる可能性が大であり、拡大する必要があるもの 

・目的が十分達成されておらず、今後効果の面からさらに拡大する必要があるもの 

・事業内容、事業量が大きく増加するもの 
・類似（意図、対象が同じ）事業を統合し、結果として事業内容・事業量が大きく増加す

るもの 

 

縮小して継続 
・効果に比べ多大な費用がかかっているもの 

・縮小して継続した方が成果がより向上するもの 

・今後、益々市民ニーズが少なくなる可能性が大であり、縮小する必要があるもの 
・事業内容・事業量が大きく減少するもの 

・民間団体等の自主性を尊重し、市の関与を縮小すべきであると考えられるもの 

・必要性、重要性等から判断して、隔年または数年おきの実施が可能なもの 

・他の代替案により縮小できるもの 
・事業効果のうえから判断して、対象を限定することが可能なもの 

（補助金等） 

・補助事業者との役割分担及び経費負担のあり方から、補助率、補助対象経費を縮小すべ

きであると考えるもの 
・他市における負担の状況からみて本市の負担が過大であるもの 

 

手段等を見直して継続 

・手段、手法を改善・見直しをして継続した方が成果をより向上するもの 
・事務処理の手順や方法を変え簡素化できるもの 

・電算化することにより、事務の簡素化が可能なもの 

・委託することにより、行政サービスを低下させることなく、経費節減につながるもの 
・類似の事務事業を異なった所属で実施しており統合して実施できるもの 
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終期設定 

・すぐには廃止できないが、終期を設定できるもの 

・終期を設定することで、事業の意図するものが完了するもの 

 
廃止 

・当初の目的が達成されたと考えられるもの 

・開始当初と事情が変化し、事業効果が薄れているもの 
・民間団体、市民団体、個人等市以外の活動に委ねるのが適当であると考えられるもの 

（補助金等） 

・零細な補助金等で事業効果が薄いと考えられるもの 

・同種または類似（意図、対象が同じ）の事業によって代替えできるもの 
・各種団体補助で団体の自己資金で運営が可能なもの 

・民間団体に対する補助事業で融資等に切り替えるべきもの 

・その他行政効果から考えて、廃止しても差し支えないもの 

 
完了 

・事業目的の意図するものが完了するもの。 

・事業の完了 
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施策評価実施要領 
 
１ 目  的 
  「行政評価システム導入戦略」の一つに、施策の評価を上げている。一般的
に総合計画の体系は、政策・施策・事業の流れになっている。政策の目的達成

の手段として施策があり、施策の目的達成の手段として事業（事務事業）を実

施する。従って、事業の評価を行う上で施策の評価を欠くことはできない。施

策の評価を実施し、手段（事業）の有効性と施策達成度等の観点で評価し、施

策や手段（事業）の見直しを行う。 
 
２  総合計画との関係 
  第四次総合計画の体系の中で、施策（小分類）と施策の手段である実際の個

別事務事業を評価の対象とする。施策と事業の関係は、目的と手段の関係の上

に成り立っている。 
 
   総合計画の体系で評価 
 
 
（大分類）    （中分類）    （小分類）    （細分類） 
（七つの元気）                       

（個別事務事業） 
＊（  ）内は、総合計画の名称。 

 

３  実施方法 
  第四次総合計画の施策（小分類）について、施策評価表の記入を行い、施策
の手段である個別事務事業の有効性や施策目的の達成度等を観点に自己評価を

行う。なお、施策評価表は課長等の管理職が作成するものとする。 
 
４  評価表の公表 
施策評価表については、公表することを前提として作成し、評価委員会での

二次評価の結果も併せて公表する。 
 

政   策 基本施策 施 策 事  業 

事  業 

評価表作成 

基本事務事業 

評価表作成 
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施設評価実施要領 
 
１ 目  的 
  「行政評価システム導入戦略」の中で、施設運営の見直し（評価）を上げて
いる。公共施設は、様々な分野の施設があり、多種多様な管理の仕方をしてい

る。したがって、施設運営については、一律に運営状況の評価をし、見直しを

することはできない。公共施設は、「いかに多くの市民に利用していただくか」

が最大のテーマであり、しかも効率的な運営が必要である。 
施設の運営について、利用状況及び効率性等の視点で評価（見直し）を行う。 
 
２  総合計画との関係 
  平成１１年９月に総合政策課が各課に「第四次総合計画  施設活用計画書」
の提出を求め、利用状況・課題・活用方針・具体的施策について調査を行って

いる。この調査対象施設は、研修施設、野球場、体育館、公園等多種に及ぶた

め一律に評価することには無理が生じる。このため、重点施設の評価を実施し

見直しを行う。 
 

３  実施方法 
  公共施設の用途別分類表を基に重点施設について、施設評価表の作成を行い、
利用状況や効率性を視点として評価を行う。なお、公共施設の新規整備に当た

っては、整備後の管理運営方法を十分に検討する必要があるため、施設の役割、

機能、運営方法や需要分析などについて、新規事業評価の中で行うこととする。 
  
４  評価表の公表 
  「施設評価表」については、公表をすることを前提として作成するが、当面
新規事業及び継続事業の評価導入を優先実施するため、これらの定着後、施設

評価を導入するものとし、その公表の時期及び方法については、施設評価定着

後とする。 
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